
帯
状
疱
疹
と
そ
の
予
防
へ
の
理

解
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
、
講
演

会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

疾
病
に
悩
ん
で
い
る
方
や
予
防

接
種
を
受
け
よ
う
か
迷
っ
て
い
る

方
な
ど
に
参
考
に
な
る
内
容
と

な
っ
て
い
ま
す
。

参
加
費
や
事
前
申
し
込
み
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ぜ
ひ
多

く
の
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

【
日
時
】
４
月
24
日
㈭午

後
２
時
～

【
場
所
】
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ

ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル

【
講
師
】
吉よ

し
だ田　

雅ま
さ
き喜　

氏

（
八
雲
総
合
病
院
医
師
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　
（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）
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令
和
７
年
４
月
よ
り
、
帯
状
疱

疹
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
等
と
同
じ
く
、
ワ

ク
チ
ン
の
定
期
予
防
接
種
が
可
能

と
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
町
で
も
、

定
期
予
防
接
種
を
実
施
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

定
期
予
防
接
種
の
対
象
と
な
る

方
に
つ
い
て
は
、
個
別
に
案
内
を

行
う
予
定
で
す
の
で
、
接
種
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
案
内
が
届
い
て

か
ら
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
町

Ｈ
Ｐ
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

【
帯
状
疱
疹
と
は
】

帯
状
疱
疹
は
、
過
去
に
水
痘

（
水
ぼ
う
そ
う
）
に
か
か
っ
た
時

に
体
の
中
に
潜
伏
し
た
水
痘
帯
状

疱
疹
ウ
イ
ル
ス
が
再
活
性
化
す
る

こ
と
に
よ
り
、
神
経
に
沿
っ
て
、

典
型
的
に
は
体
の
左
右
ど
ち
ら
か

に
帯
状
に
、
時
に
痛
み
を
伴
う
水

疱
（
水
ぶ
く
れ
）
が
出
現
す
る
病

気
で
、
70
歳
代
で
発
症
す
る
方
が

最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
合
併

症
の
一
つ
に
皮
膚
の
症
状
が
治
っ

た
後
に
も
痛
み
が
残
る
「
帯
状
疱

疹
後
神
経
痛
」
が
あ
り
、
日
常
生

活
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

【
定
期
接
種
の
対
象
者
】

令
和
７
年
度
に
65
歳
を
迎
え
る

方（
※
）お
よ
び
60
歳
以
上
65
歳
未

満
で
一
定
の
内
部
障
が
い
に
あ
る

方※ 
５
年
間
の
経
過
措
置
と
し
て
、

年
度
内
に
70
・
75
・
80
・
85
・

90
・
95
・
100
歳
と
な
る
方
も
対

象
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
令

和
７
年
度
に
限
り
100
歳
以
上
は

全
員
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　
（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）
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帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
の
定
期
接
種
化

お
よ
び
接
種
費
用
の
助
成
に
つ
い
て

帯
状
疱
疹
に
関
す
る

講
演
会
を
開
催
し
ま
す

町ＨＰ

ふれあい農園利用者をふれあい農園利用者を
募集します募集します

町では、高齢者の生きがいづくり
や健康づくりを目的として『ふれあ
い農園』を開設します。なお、募集
予定数を超えた場合や区画配分につ
いては、抽選により決定します。
【対象者】
　町内在住の65歳以上の方
【貸付場所】
　福祉村敷地内（栄町13番地1）
【貸付面積】１人当たり50㎡以内
※ 農園にかかる肥料や用具について

は、各自で用意してください。
【申込期日】
　４月12日(金）午後５時
【申込・問い合わせ先】
　保健福祉課（シルバープラザ内）
　☎0137−64−2111

町民農園利用者を募集します町民農園利用者を募集します
町では、自然とのふれあいと農業に対する理解の促進、都市

と農村の交流を目的として、「八雲町町民農園」を開設します。
※区画配分は、抽選により決定となります。

区　　　分 八雲体験農園 熊石町民農園

所　在　地 立岩375-8 熊石鮎川町185-90

区 　 画 　等
（※１区画）

◇個人（45㎡）82区画
◇団体（120㎡）2区画 ◇個人（100㎡）28区画

貸 付 期 間 自：５月１日
至：11月３日

自：５月１日
至：11月３日

使　用　料
（※１区画）

◇個人　2,000円
◇団体　6,000円※5人以上 個人　2,500円

対 　 象　者 農業者以外で野菜や花き等の栽培に興味のある方

申 込 方 法 下記窓口または町ＨＰで「町民農園利用申請書」取得後、
郵送もしくは持参の上、提出して下さい。

申込み期限 ４月18日（金）午後５時15分まで　※土日を除きます。

留 意 事 項 種イモは量販店等で販売されているものを使用してくださ
い。※種イモのあっせんは行いません

問い合わせ先 農林課農業振興係
☎0137-62-2203

熊石総合支所産業課農林係
☎01398-2-3111

18広報 4月号やくも


